
　

現
在
、
日
本
の
国
土
の
約
７
割
を

占
め
る
森
林
は
、
所
有
者
不
明
な
ど

で
適
正
に
管
理
で
き
て
い
な
い
と
い

う
問
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
管
理

さ
れ
て
い
な
い
森
林
は
、
大
雨
で
地

盤
を
支
え
ら
れ
ず
、
地
す
べ
り
な
ど

の
原
因
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
令
和

元
年
か
ら
森
林
環
境
譲
与
税
が
各
市

町
村
に
分
配
さ
れ
、
管
理
さ
れ
て
い

な
い
森
林
の
整
備
や
木
材
利
用
の
普

及
啓
発
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

森
林
環
境
譲
与
税
の
財
源
と
し
て

森
林
環
境
税

森
林
環
境
譲
与
税
と
は

は
、
令
和
６
年
度
か
ら
森
林
環
境
税

が
国
税
と
し
て
年
間
１
，０
０
０
円
、

個
人
住
民
税
に
上
乗
せ
し
て
徴
収
さ

れ
ま
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
は
東
日
本
大
震

災
復
興
基
本
法
に
基
づ
き
、
防
災
に

要
す
る
費
用
の
財
源
確
保
の
た
め
、

平
成
26
年
度
か
ら
10
年
間
、
臨
時

的
措
置
で
個
人
市
民
税
・
県
民
税
の

均
等
割
額
に
１
，０
０
０
円（
市
民
税

５
０
０
円
・
県
民
税
５
０
０
円
）
が

加
算
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
令
和
５

年
度
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

森
林
環
境
譲
与
税
の
使
い
道

森林環境税森林環境税と
知ろう知ろう！！

森林環境税が課税されない人

住民税の均等割と同様、次の人には課税されません。

① �1月1日現在、本人が障害者控除・寡婦控除・ひとり親�
控除のいずれかの適用を受けている場合、又は未成年者�
の場合で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

②1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人

③�前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
　�28万円×（本人＋同一生計配偶者＋扶養親族の数）
　�＋10万円＋16万８,000円

※16万8,000円は同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算

　

本
市
の
森
林
は
、
総
面
積
の
お
よ
そ

52
％
に
当
た
る
約
２
万
３
，０
０
０
ha

と
広
大
で
あ
り
、
林
業
は
重
要
な
産
業

に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
市
で
は
森
林
環

境
譲
与
税
を
活
用
し
て
、
管
理
さ
れ
て

い
な
い
森
林
の
意
向
調
査
や
私
有
林
の

整
備
、
担
い
手
の
育
成
な
ど
に
取
り
組

み
、「
伐き

る
・
植
え
る
・
育
て
る
」
循
環

型
の
森
林
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
森
林
を
適
切
に
管
理
し
、
環

境
保
全
や
防
災
・
水
の
浄
化
な
ど
森
林

の
機
能
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
継
続
し

た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

森林環境譲与税
　「森林環境税」は、温室効果ガス削減の目標や災害の防止を達成するために令和元年
に制定されました。しかし「森林環境税」という言葉を耳にした人は少ないのではな
いでしょうか。今回は、森林環境税がどのような目的で活用されるのかご紹介します。

問市林務水産課　☎0994-31-1173
　　　市税務課　☎0994-31-1112

イメージ図

国

国 民

市町村・都道府県

森林環境税（国税）

森林環境譲与税

市町村、都道府県を経由して、
年間1,000 円を個人住民税
に上乗せして徴収

森林整備、人材
育成などに活用

私有林人工林面積（５割）
林業就業者数（２割）
人口（3割）により按分
※令和５年度までの譲与基準
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